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午前１０時０１分 開 会

○議長（三浦利通君） 皆さんおはようございます。これより、平成２６年９月定例会

を開会いたします。

説明員の杉本教育長、加藤生涯学習課長より、本日欠席の届け出があります。

諸般の報告は朗読を省略いたします。

○議長（三浦利通君） ただちに本日の会議を開きます。本日の議事は、議事日程第１

号をもって進めます。

日程第１ 会期の決定

○議長（三浦利通君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から２５日までの２１日間といたした

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって、会期は２１日間と決定いたし

ました。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（三浦利通君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

７番笹川圭光君、８番安田健次郎君を指名いたします。

日程第３ 議案第５３号及び第５４号を一括上程

○議長（三浦利通君） 日程第３、議案第５３号及び第５４号を一括して議題といたし

ます。

決算特別委員会に付託されておりました議案第５３号平成２５年度男鹿みなと市民

病院事業会計決算の認定について及び議案第５４号平成２５年度男鹿市上水道及びガ

ス事業会計決算の認定について、審査の経過並びに結果について、決算特別委員長の

報告を求めます。１７番土井文彦君

【１７番 土井文彦君 登壇】
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○１７番（土井文彦君） 決算特別委員会に付託されました議案第５３号平成２５年度

男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定について及び議案第５４号平成２５年度男鹿

市上水道及びガス事業会計決算の認定について、審査の経過並びに結果について、ご

報告いたします。

本委員会は、先月、８月６日開会し、正副委員長を互選の後、その審査をいたした

のであります。

当局から、各決算に係る補足説明を求め、さらに代表監査委員より、決算審査にお

ける総括意見があったのであります。

初めに、議案第５３号平成２５年度男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定に係る

事業概況及び質疑のあった主な点について申し上げます。

まず、事業概況として、病院当局より、診療科目については、内科、精神科等１３

科を標榜し、常勤医師及び非常勤医師により市民の医療確保に努めているものであ

り、医師の充足については、当該年度当初は常勤医１３名体制となったが、１２月に

内科医１名の退職により１２名体制となった。

また、患者の利用状況として、入院では、延べ患者数が４万６千４２人、一日平均

１２６．１人、病床利用率は７１．３パーセントとなっており、前年度と比較して１

８７人、０．４パーセントの増、外来では、延べ患者数が９万５５０人、前年度と比

較し、１千１４１人、１．３パーセントの増となったものである。

次に、財政面では、総収益２５億９千２４４万２千１７２円で、前年度より６千３

５４万９千６３５円、２．５パーセントの増となっている。

内訳として、入院収益では１３億５千５６５万８６７円、外来収益では７億２千５

６９万６千６７０円、医業外収益は２億６千５２６万８千８９４円で、このほか特別

利益として経営健全化計画に基づく不良債務解消のため、一般会計から補助金８千２

００万円と公立病院特例債の元金償還分５千８６９万２千円、合わせて１億４千６９

万２千円を繰り入れている。

一方、総費用は２６億１千３５万９４３円、前年度より５千１０７万６千３８４

円、２．０パーセントの増となっている。内訳として、医業費用は２４億９千５７０

万２千８１４円、医業外費用は１億１千４６４万８千１２９円となっており、この結

果、単年度では、１千７９０万８千７７１円の純損失となったものである。
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不良債務については８千５９万５千９２８円で、経営健全化計画より３千７５９万

１千７２円の減となっている。

また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定される平成２５年度

決算における資金不足比率は３．６パーセントとなっているとの概況説明があったの

であります。

次に、質疑があった主な点を申し上げますと、第１点として、資本的収入予算額に

対し、企業債３千２３０万円不足額の要因について質疑があり、当局から、不足額の

要因については、企業債は機器購入費に伴う建設改良費への充当財源として措置した

ものであり、当初予算要求は、各科の医師が診療に必要な機器として希望したものに

対し措置している現状である。

しかしながら、医療現場では場合によっては、年度途中で当初予定されていた機種

と違うもの、あるいは必要でなくなる場合など、 小限の対応で医療サービスを行っ

ていこうとする考えも出てくることから、ご理解いただきたいとの答弁があったもの

であります。

さらに委員より、予算要求の段階における精査不足の指摘に対し、当局から、今

後、大幅な不用額が生じることのないよう、指摘のあった資本的支出部分について

は、より正確な要求額となるよう努めてまいりたいとの答弁があったものでありま

す。

第２点として、診療費の個人負担未収金額の発生の主な要因について質疑があり、

当局から、平成２５年度決算の平成２６年３月３１日現在における診療費の個人未収

金額は、個人負担分では、入院で２８９件、４４８万８千円、外来では３６８件、２

７４万１千円、合計で６５７件、７２２万９千円となっているが、当該未収金には２

月分と３月分の診療報酬が含まれていることから、実質未収金額は２０２件、２５８

万７千円となるものである。

また、発生の主な要因としては大部分が生活困窮者、あるいは所在不明者となって

いるとの答弁があったものであります。

さらに、納付に向けた取り組みと時効について質疑があり、当局から、納付に向け

た取り組みについては、文書や電話等により催告しているほか、再診された際、直接

面会の上、相談しながら未収金の解消に努めているが、患者の命を守るという観点か
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ら難儀しているのが現状である。

また、時効については３年となっていることから、時効が成立したものについて

は、不納欠損処理をしながら対応してまいりたいとの答弁があったものであります。

第３点として、決算審査意見書に記されている医事会計システムの更新内容につい

て質疑があり、当局から、医事会計システムについては、平成１８年に導入した男鹿

みなと市民病院の医事・オーダリングシステムが平成２７年４月より更新が必要とな

ることから、それに伴いシステムの導入を図るものであるとの答弁があったものであ

ります。

さらに委員より、新たなシステム導入に伴う財源について質疑があり、当局から、

新たなシステム導入に伴う財源については、地方交付税措置が見込まれる企業債を予

定しているものであり、病院事業会計で起債申請しながら進めたいと考えているとの

答弁があったものであります。

第４点として、経営健全化計画の達成見通しについて質疑があり、当局から、平成

２５年度病院事業会計決算では、当年度純損失が１千７９０万９千円となっている

が、前年度対比では１千２４７万３千円改善されている。また、不良債務は８千５９

万６千円であるが、経営健全化計画との比較では３千７５９万１千円改善されてい

る。同健全化計画では、平成２６年度以降の単年度資金収支は、毎年４千万円以上の

プラスで推移しなければならない計画に対し、現状では５千万円前後は確保できるも

のと推測することから、経営健全化計画の達成は可能であると見込んでいる。ただ

し、消費税の引き上げに伴う診療報酬の対応状況やシステムの更新などもあり、計画

達成が厳しくなることも予想されるとの答弁があったものであります。

第５点として、経営健全化に重要な患者確保への取り組みについて質疑があり、市

長から、例として、男鹿みなと市民病院で定期的に必要な人工透析ができることは、

患者のみならず家族の負担も大きく軽減されている。また、整形外科においても高い

レベルの手術も行われているため、このようなことを積み重ねていくことが、患者確

保へつながるものと考えている。

第６点として、決算を踏まえた病院経営のあり方について質疑があり、市長から、

経営健全化計画を間違いなく達成することが大きな目標であり、そのためには医師や

看護師の確保が必要である。常に安定した医師を確保することが、医師の負担軽減に
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つながるため、医師確保については、県に対し引き続き要望しているほか、看護師等

を含め、医師等就学資金貸与制度の活用を図りながら、良質な医療を確保していくこ

としかないと考えている。

このほか、健康寿命を延ばすため健康フェスタの開催など、病院の大きな役割とし

て位置づけているとの答弁があったものであります。

第７点として、男鹿みなと市民病院における医師標準数について質疑があり、当局

から、当院における医師法に基づく医師標準数は１４．８１人となっており、現在、

常勤医師のほか、臨床研修医、非常勤医師、大学からの派遣医師を合わせると充足率

は１１２パーセントとなっているが、常勤医師だけでは充足していないとの答弁が

あったのであります。

第８点として、退職給与金と退職手当特別負担金者数について質疑があり、当局か

ら、退職給与金は、秋田県市町村総合事務組合に毎月支払っている退職手当負担金と

退職手当特別負担金との合計であり、平成２５年度の退職手当特別負担金の対象者は

１１名、職種の内訳としては、看護師等９名及びその他医療技術者２名であるとの答

弁があったのであります。

第９点として、電子カルテの導入計画と病院間の広域的な医療連携のトップセール

スについて質疑があり、当局から、電子カルテの導入については、病院内部において

医療事務の効率化が図られるかどうか現在研究しているところである。

また、市長からは、患者を紹介する、あるいは紹介してもらうことの病院同士の広

域的な医療連携については、医師などが行うものであり、開設者が働きかけるもので

はないという印象をもっているとの答弁があったのであります。

さらに委員より、地域連携等の状況について質疑があり、当局から、平成２５年度

では、紹介及び受け入れ合わせて５７９件となっており、内訳として、他病院への紹

介が３３８件、そのうち男鹿市内の病院への紹介が５５件となっている。

また、他病院からの受け入れは２４１件、そのうち男鹿市内の病院からの受け入れ

は１０４件となっている。

また、院長は７月と１２月の年２回、秋田赤十字病院、秋田厚生医療センター、秋

田県立脳血管研究センター及び秋田大学医学部附属病院へ、医療連携を持つために訪

問しているものであるとの答弁があったのであります。
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以上の審査経過により、議案第５３号平成２５年度男鹿みなと市民病院事業会計決

算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。

次に、議案第５４号平成２５年度男鹿市上水道及びガス事業会計決算の認定に係る

事業概況及び質疑のあった主な点について申し上げます。

まず、上水道事業の概況として、給水戸数では１万２千４４１戸で、普及率は９

７．３パーセント、年間有収給水量は３２８万４千６８２立方メートルで、前年度対

比では６万７千２２４立方メートル減少したものの、有収率は０．５ポイント増の８

１．１パーセントとなったものである。

次に、建設改良では、国庫補助事業として、根木浄水場増補改良工事及び船川地区

の老朽管布設替工事を施行した。

また、財政状況については、収益的収支で前年度と比較し、収入では８４８万１１

４円の減額で６億２７３万７千６８５円、支出では４３６万４千４７７円の減額で５

億７千９７２万６千１３４円となったもので、この結果、単年度収支では２千３０１

万１千５５１円の純利益となり、前年度と比較し、収入で減額となった主な要因は、

給水収益の減額、一方、支出で減額となった主な要因は、修繕費などの減額によるも

のであるとの概況説明があったのであります。

次に、ガス事業の概況として、まず、供給戸数は１万４８８戸で、前年度対比で２

３５戸減少し、普及率は７５．４パーセント、年間総販売量は３０２万３千９２２立

方メートルで、前年度対比では２万６千６３４立方メートル減少したものである。

また、保安対策として、ガス事業法に定める内管漏えい検査及び消費機器調査を３

千１１２戸で実施している。

次に、建設改良では、船越地内及び脇本脇本、そして脇本百川地内のガス管を布設

替えするとともに、公共下水道事業等に伴うガス管布設替工事を施行し、安定供給の

確保に努めている。

次に、財政状況については、収益的収支において前年度と比較し、収入では１千６

９８万９千２５３円の減額で５億８千９０万３千４５１円、支出では１０万８千２５

９円の減額で５億７千８９０万９千５６円となったもので、この結果、単年度収支で

は１９９万４千３９５円の純利益となり、前年度と比較し、収入で減額となった主な

要因は、ガス売上及び器具販売収益の減額によるもので、一方、支出で減額となった
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主な要因は、器具販売原価等の減額によるものであるとの説明があったのでありま

す。

次に、質疑のあった主な点について申し上げますと、第１点として、平成２５年度

上水道事業会計の未収金額について質疑があり、当局から、平成２６年３月末の未収

金額は５千２６６万７千６０円となっている。

内訳として、平成２５年度分は５千２４万２千５５８円となっているものの、平成

２６年３月分、４千３８６万３千５９１円が調定額として含んでいるものである。

一方、平成２４年度以前分について２４２万４千５０２円が未収金となっている。

このため、納付に当たっては、随時供給停止通知等を発送しているほか、未納者と

直接納付相談を行っているものである。

また、現在料金を長い間滞納している１１１件のうち、供給停止が５件となってい

ることから、現状確認を含め、職員が見回りをしており、今後とも粘り強く対応して

まいりたいとの答弁があったのであります。

第２点として、収益的支出における事業費用１千１７１万１千円の不用額の要因に

ついて質疑があり、当局から、収益的支出において不用額の要因となったのは、電気

料及び修繕費であり、電気料は、電力会社から値上げの情報を得て増額補正したにも

かかわらず、昼夜における電気の使用形態の単価等を掌握できなかったこと。また、

修繕費については、毎年突発的な漏水等が発生した場合に備え、予算措置しているも

のであるが、平成２５年度は修繕箇所が少なかったことによるものである。今後、補

正要求に当たっては、十分精査をしながら対応してまいりたいとの答弁があったもの

であります。

第３点として、上水道の有収率アップに向けた取り組みについて質疑があり、当局

から、漏水箇所を発見した際の迅速な対応と通報を受けた後の速やかな調査、そして

緊急時でもすぐに対応できる体制を整えていることや、老朽管の更新事業を行ってい

ることが有収率０．５パーセントアップにつながったものと考えているとの答弁が

あったものであります。

第４点として、上水道の少量使用者に対する料金見直しの見通しについて質疑があ

り、当局から、現在の水道原価を含めた中での見直しや、口径別による見直し、さら

には大潟村への上水道の供給が実現すれば大幅な需要確保にもつながることから、新
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たな料金体系について今後研究してまいりたいとの答弁があったものであります。

第５点として、大潟村への給水に関する進捗状況と今後の計画について質疑があ

り、当局から、今年２月、２回目の開催となる副市長や副村長からなる協議会におい

て、幹事会で協議した供給方式、供給時期、送水管の費用負担などについて報告した

ところである。供給方式は用水供給とし、大潟村との行政区域まで新たに送水管を布

設するものである。また、供給時期については、平成２８年度に認可申請を行い、平

成２９年度以降になる見込みである。送水管の費用負担については、今後の協議会に

おいて協議してまいるとの答弁があったものであります。

以上の審査経過により、議案第５４号平成２５年度男鹿市上水道及びガス事業会計

決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。

以上で、ご報告を終わります。

○議長（三浦利通君） これより委員長に対する質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論は通告がありませんので終結いたします。

これより議案第５３号及び第５４号を一括して採決いたします。本２件に対する委

員長の報告は認定であります。本２件は、委員長の報告のとおり認定することにご異

議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって議案第５３号及び第５４号は、

原案のとおり認定されました。

日程第４ 議案第５５号から第６５号まで及び報告第１３号を一括上程

○議長（三浦利通君） 日程第４、議案第５５号から第６５号まで及び報告第１３号を

一括して議題といたします。

職員に議案を朗読させます。
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【職員朗読】

議案第５５号 平成２５年度男鹿市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

議案第５６号 男鹿市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関す

る条例の一部を改正する条例について

議案第５７号 男鹿市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について

議案第５８号 男鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について

議案第５９号 男鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定について

議案第６０号 男鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について

議案第６１号 男鹿市保育園条例の一部を改正する条例について

議案第６２号 平成２６年度男鹿市一般会計補正予算（第２号）について

議案第６３号 平成２６年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて

議案第６４号 平成２６年度男鹿市介護保険特別会計補正予算（第１号）について

議案第６５号 平成２６年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて

報告第１３号 平成２５年度男鹿市一般会計継続費精算報告書について

○議長（三浦利通君） 提案理由の説明を求めます。渡部市長

【市長 渡部幸男君 登壇】

○市長（渡部幸男君） おはようございます。

本日、平成２６年９月定例会を招集し、諸議案のご審議をお願いするものでありま

すが、提出議案の説明に先立ちまして、市政に係る諸般の報告を申し上げます。

まず、「平成２６年度 基本チェックリスト 健康自立度に関する調査票」の誤送

付についてであります。

これは、毎年、６５歳以上の介護認定を受けていない高齢者に調査票を送付し、生
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活機能の低下の有無を調査し、調査結果を介護予防につなげていくものであります。

先月１８日に調査票を送付したところ、市民からの問い合わせがあり、調査した結

果、誤送付４３４件、送付漏れ７３７件があることが判明しました。この誤送付の原

因は、地域包括支援センターが作成した対象者リストと住民基本台帳との突合作業を

電算システム業者に依頼したところ、誤って別の対象者リストを使用してしまった作

業ミスと、その誤りを発見できなかったことによるものであります。

誤送付となった方々には、おわび状を送付済みであり、送付漏れとなった方々に

は、改めて調査票を送付いたします。

今後の再発防止策といたしましては、複数の職員で確認することを徹底してまいり

ます。

ご迷惑をおかけしました市民並びに議員の皆様におわび申し上げます。

次に、男鹿市ふるさと親善大使の委嘱についてであります。

この度、本市出身の中村和雄氏に男鹿市ふるさと親善大使を委嘱いたしました。男

鹿市ふるさと親善大使は、本市の出身者、または本市にゆかりのある方で、経済、ス

ポーツ、文化、教育、芸術、芸能等、様々な分野において活躍している方に、その活

動に沿って、本市の魅力を広く宣伝し、イメージの高揚を図っていただくために委嘱

するものであります。

次に、秋田信用金庫船越支店男鹿出張所についてでありますが、９月２６日で閉店

するとの連絡を受けております。同出張所の業務は船越支店が引き継ぎ、ＡＴＭコー

ナーは今後も運用を継続するとのことであります。

次に、小学校の統合についてであります。現在、野石小学校の２年生と３年生が複

式学級となっております。これを解消するため、美里小学校との統合を目指し、保護

者や地域の方々への説明会を開催してきたところであり、来年４月に美里小学校と野

石小学校を統合する準備を進めてまいります。

また、船川南小学校は、現状では、来年度に２年生と３年生及び５年生と６年生の

複式学級が発生します。このことから、船川第一小学校との統合を目指し、保護者へ

の説明会を開催してきたところでありますが、複式学級の解消について十分に理解が

得られていない状況であります。

市といたしましては、複式学級解消のため統合を目指して取り組んでまいります。



- 21 -

次に、秋田大学男鹿なまはげ分校との共催事業による小・中学生の活動についてで

あります。

７月３０日の秋田大学医学部訪問では、医師、看護師など医療関係に関心のある小

学生１７人と中学生１３人が秋田大学医学部を訪問し、学長や医学部学生と懇談いた

しております。

８月１０日には船越小学校を会場に、秋田大学理工学部の准教授などによる「わく

わくドキドキ理科実験教室」を開催しました。

参加した４７人の小・中学生は、保護者と一緒に様々な実験を楽しみ、理科離れと

言われる中、関心を高める機会となりました。

次に、男鹿日本海花火についてであります。

８月１４日、第１２回男鹿日本海花火が開催されました。

今年は、内閣府の「地域少子化対策強化交付金」を受けて会場内に結婚啓発ブース

を設置し、市の結婚に関する情報を掲載したフリーペーパーを配布してアピールしま

した。

次に、観光の状況についてであります。

本年６月・７月における観光客の入込数は、６月が１７万７千２６人、７月が２０

万３千４１５人、宿泊客数は、６月が１万６千７３９人、７月が１万５千２１６人

で、昨年は、なまはげ館と男鹿水族館ＧＡＯのリニューアルや海フェスタの開催とい

う特別な要因がありましたので、一昨年同期と比較すると、入込数では６月が５．７

パーセントの増、７月が５．６パーセントの減、宿泊客数では６月が４．１パーセン

トの増、７月が１．２パーセントの増となっております。

次に農業の状況についてであります。

水稲は、東北農政局秋田地域センターが発表した８月１５日現在の県中央の作柄概

況は「やや良」となっております。

メロンの出荷は８月１８日で終了し、販売単価は昨年とほぼ同じく推移したもの

の、ハウス栽培で小玉傾向にあったことから、全体の販売数量は計画をやや下回って

おります。

輪菊は、８月までの販売数量は計画どおりとなっているものの、販売単価は７月が

安値傾向で推移したことから、計画を下回っております。
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葉たばこは、収穫盛期の降雨や台風１１号の影響で収穫作業が遅れ気味となり、立

ち枯れ病の発生が重なったことから、収量の減少と品質の低下が懸念されておりま

す。

転作大豆の生育は、順調に推移しております。

秋田県農業公社が７月１日から１カ月間実施しました農地中間管理事業の第１回借

受希望者の公募が終了しております。本市では３４の経営体から農地の借受希望があ

り、借受希望面積の合計は２３３ヘクタールとなっております。

次に、漁業の状況についてであります。

秋田県漁業協同組合によりますと、本年１月から８月までの漁獲量は２千２５９

トン、漁獲金額は８億２１４万円で、昨年同期と比較し、漁獲量で９パーセントの

減、漁獲金額で１パーセントの減となっております。

次に、主な事業の進捗状況についてであります。

県単局所防災工事については、田谷沢地区が８月２９日に完成し、川上岩瀬地区は

９月３０日の完成予定となっております。

国道・県道関係の主な事業については、国道１０１号の滝川河川改修事業に伴う杉

下橋の架けかえ工事は、発注済みであると伺っております。

県道男鹿琴丘線百川バイパスについては、今年度内完成予定と伺っております。

また、同路線の野石橋については、１１月末までに完成予定と伺っております。

県道入道崎寒風山線については、飯ノ森地区の寒風山入り口交差点からの道路改良

工事は、１０月末までに完成予定と伺っております。

市道関係については、松木沢潟端線防雪柵設置工事第１工区、第２工区及び船越前

野杉山線道路改良工事は１１月２８日、女川天台線道路改良工事は９月３０日の完成

予定となっております。

滝川河川改修事業の今年度新規継続分工事については、９月中旬の発注を予定して

おります。

以上で諸般の報告を終わり、次に、提案理由のご説明を申し上げます。

まず、議案第５５号平成２５年度男鹿市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認

定についてであります。

本議案は、平成２５年度男鹿市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定を求め
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るものであります。

初めに、平成２５年度一般会計の決算額は、歳入１７１億８千４７４万４千９９８

円、歳出１６８億６千４５３万８千９６０円、歳入歳出差引残額３億２千２０万６千

３８円となっております。このうち、継続費及び繰越明許費の財源として９千３２６

万１千５８９円を繰り越しいたしましたので、実質収支額は２億２千６９４万４千４

４９円となっております。この剰余金のうち、１億１千４００万円を財政調整基金に

積み立てし、残額の１億１千２９４万４千４４９円を平成２６年度一般会計に繰り越

ししております。

次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定される、現段階での

健全化判断比率及び資金不足比率についてであります。

まず、平成２５年度決算における一般会計等の実質赤字比率及び公営企業会計並び

に特別会計を連結した連結実質赤字比率につきましては、ともに赤字額が発生してい

ないことから、同比率は生じない状況となっております。

実質公債費比率につきましては、前年度と比較し０．１ポイント減の１３．７パー

セントとなっております。

また、将来負担比率は、前年度と比較し６．９ポイント減の１２８．１パーセント

となっており、いずれも早期健全化計画の策定基準である早期健全化基準を下回って

おります。

次に、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び漁業集落排水事業特別

会計が対象となる資金不足比率につきましては、いずれも資金不足が発生していない

ため、同比率は生じない状況となっております。

次に、平成２５年度の主な施策・事業についてでありますが、海フェスタ推進事

業、市単独運行バス事業、小学校統合事業、男鹿東中学校グラウンド整備事業などを

実施いたしました。

次に、各特別会計の決算額について申し上げます。

国民健康保険特別会計では、歳入４８億３千５８９万５千２４０円、歳出４８億１

千８３２万７千５０１円、歳入歳出差引残額１千７５６万７千７３９円となっており

ます。この剰余金のうち、９７０万円を国民健康保険財政調整基金に積み立てし、残

額の７８６万７千７３９円を平成２６年度国民健康保険特別会計へ繰り越ししており
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ます。

診療所特別会計では、歳入２千４３６万３２７円、歳出２千２９５万１千８６３

円、歳入歳出差引残額１４０万８千４６４円となっております。

介護保険特別会計の保険事業勘定では、歳入４４億６千５８０万６千６２３円、歳

出４４億２千６１２万５千６２２円、歳入歳出差引残額３千９６８万１千ｌ円となっ

ております。この剰余金のうち、２千万円を介護保険財政調整基金に積み立てし、残

額の１千９６８万１千１円を平成２６年度介護保険特別会計の保険事業勘定へ繰り越

ししております。

介護保険特別会計の介護サービス事業勘定では、歳入歳出同額の１千８１９万５千

６８４円となっております。

後期高齢者医療特別会計では、歳入３億４千９８５万１千２６２円、歳出３億４千

８８３万９千５０２円、歳入歳出差引残額１０１万１千７６０円となっております。

下水道事業特別会計では、歳入１４億６千１６０万７千８７９円、歳出１４億６千

９９９万８千６９３円、歳入歳出差引歳入不足額８３９万８１４円となっておりま

す。この不足額は、下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、打ち切り決算をしたこ

とにより生じたもので、１千万円を一時借り入れし、差引残額１６０万９千１８６円

を男鹿市下水道事業に引き継いでおります。

農業集落排水事業特別会計では、歳入６千９３１万３千６２７円、歳出６千５１４

万５千２４５円、歳入歳出差引残額４１６万８千３８２円となっております。この残

額は、農業集落排水事業の地方公営企業法適用に伴い、男鹿市農業集落排水事業に引

き継いでおります。

漁業集落排水事業特別会計では、歳入６千３００万４千３８６円、歳出５千３４５

万６千８２９円、歳入歳出差引残額９５４万７千５５７円となっております。この残

額は、漁業集落排水事業の地方公営企業法適用に伴い、男鹿市漁業集落排水事業に引

き継いでおります。

以上、一般会計及び各特別会計の決算概要について申し上げましたが、これら各般

にわたる施策・事業を推進することができましたことは、議会を初め市民各位のご理

解とご協力の賜物であり、深く感謝を申し上げます。

次に、議案第５６号男鹿市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に
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関する条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、山村振興法第１４条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令等の一部改正に伴い、対象となる業種を追加するため、本条例の一部

を改正するものであります。

次に、議案第５７号男鹿市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例についてであ

ります。

本議案は、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、引用する法律名を改めるため、

本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第５８号男鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてであります。

本議案は、児童福祉法の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定めるため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第５９号男鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定についてであります。

本議案は、子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定めるため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第６０号男鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてであります。

本議案は、児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定めるため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第６１号男鹿市保育園条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、児童福祉法の一部改正に伴い、保育の必要性の認定基準を別に定めるこ

とから、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第６２号平成２６年度男鹿市一般会計補正予算第２号についてでありま

す。

本補正予算は、庁舎耐震補強事業費、園芸メガ団地整備事業費補助金、住宅リフ

ォーム助成事業費補助金などを措置したもので、歳入歳出それぞれ３千９０万円を追

加し、補正後の予算総額を１６６億９千２１０万円とするものであります。

次に、議案第６３号平成２６年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算第２号につ
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いてであります。

本補正予算は、前年度療養給付費交付金の確定に伴う返還金並びに社会保障・税番

号制度対応及び高額療養費の算定基準額見直しによるシステム改修経費を措置したも

ので、歳入歳出それぞれ２千６２万円を追加し、補正後の予算総額を４５億９千７４

５万５千円とするものであります。

次に、議案第６４号平成２６年度男鹿市介護保険特別会計補正予算第１号について

であります。

本補正予算は、平成２５年度介護保険特別会計決算の精算による調整を図ったほ

か、社会保障・税番号制度対応システム改修経費を措置したもので、保険事業勘定に

おいて、歳入歳出それぞれ２千７２０万円を追加し、補正後の予算総額を４３億６千

５０６万５千円とするものであります。

次に、議案第６５号平成２６年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号に

ついてであります。

本補正予算は、社会保障・税番号制度対応システム改修経費を措置したもので、歳

入歳出それぞれ２５５万２千円を追加し、補正後の予算総額を３億５千５３３万４千

円とするものであります。

次に、報告第１３号平成２５年度男鹿市一般会計継続費精算報告書についてであり

ます。

本報告は、滝川河川改修事業に係る継続費の精算について報告するものでありま

す。

以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（三浦利通君） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

休会の件

○議長（三浦利通君） お諮りいたします。９月８日は議事の都合により休会いたした

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）
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○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって９月８日は議事の都合により休

会とし、９月９日午前１０時より本会議を再開し、市政に対する一般質問を行うこと

にいたします。

本日は、これにて散会いたします。

ご苦労様でした。

午前１０時５４分 散 会
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